
令和元年度

第1回 知財塾
日時
2019年9月27日（金）15:00 ～ 16:30

内容

「改正著作権法に関する解説
～授業や学会発表等で他人の著作物を扱う場合，研究で
デジタルデータやデータベースを扱う場合の注意点など～

正林国際特許商標事務所 弁理士 鶴本 祥文 氏

弘前大学 総合教育棟1階 101号室（文京キャンパス）
場所

問合せ・申込先
弘前大学 研究・イノベーション推進機構
TEL 0172-39-3911 FAX 0172-39-3919
E-mail chizai@hirosaki-u.ac.jp （担当：篠村）

対象
教職員、学生、大学院生、一般企業等

申込
9月6日(金)までに氏名、所属、役職、連絡先を
申込先までご連絡ください。

主催
弘前大学 研究・イノベーション推進機構

共催

弘前大学COI研究推進機構
大学コンソーシアム学都ひろさき
ひろさき産学官連携フォーラム

」

mailto:chizai@hirosaki-u.ac.jp

